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（裏面に続く） 

(租税特別措置法70条） 
 今回は相続や遺贈により取得した取得した財産を、国または地方公共団体、もしくは一定の要件を満たした
公益法人へ寄附をした場合に相続税対象外となる特例について解説する。 
 

(ポイント) 
○一定の要件のもと、相続や遺贈により国や特定の公益法人へ寄附した財産は相続税対象外 

○相続税の修正として課税対象となるケース 

相続財産を寄附した場合の非課税の特例の要件と手続、および特例の適用除外となる例 

1.要件 

(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得 

(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附 

(3) 寄附した先が国や地方公共団体または教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められ
る特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人 

2.手続 

相続税の期限内申告書に、以下の記載と書類添付 

（1） 規定の適用を受けようとする旨の記載 

（2） 贈与または支出をした財産の明細書その他書類の添付 

3.特例の適用除外（非課税の適用を受けることができない場合） 

(1) 寄附を受けた日から2年を経過した日までに特定の公益法人または特定の公益信託に該当しなくな
った場合や、特定の公益法人が、その財産を公益を目的とする事業の用に使っていない場合 

(2) 寄附または支出した人やその親族などの相続税または贈与税の負担が結果的に不当に減少する
こととなった場合 

 

！  【税の負担を不当に減少させる結果となる例】 

  相続税・贈与税の負担を不当に減少させる結果となる場合とは、例えば、受贈法人が 

寄附した人またはその親族などに対して、次の行為をし、または行為をすると認められる場合をいう 

  イ 受贈法人が、他の従業員に比し正当な理由もなく過大な給与等を支払っている場合 

  ロ 受贈法人が所有する施設を私事のために利用させている場合 

  ハ 受贈法人が所有する財産を無償または著しく低い価額の対価で譲渡した場合 

 



 本資料は、社団・財団法人向けの一般的な情報提供を目的としたものです。記載された意見や予測等は作成時点のもので
あり、正確性、完全性を保証するものではなく、今後予告なく変更されることがあります。事前の了承なく複製または転送
等を行わないようお願いします。 
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＜拡充された寄附金の税額控除制度の活用＞ 
  確定申告シーズンとなり、筆者のまわりでも「ふるさと納税」等の、寄附と税の話題を聞くことが多くなった。
公益法人にも、不特定多数の個人からの寄附に関して、寄附者である個人が税額控除の恩典を受けること
ができる制度がある。手順として、確定申告時に法人側から発行された書面添付が必要となる。従来、当該
寄附控除証明の発行主体となれる公益法人側には厳しい要件が課されていたが、制度の普及をめざし平成
28年度税制改正を経て、公益法人側の要件緩和が行われた。しかし、公益法人協会の平成28年8月に実施
されたアンケートでは、対応済・準備中と回答した法人は回答全体の17.8%とのこと。アンケートの調査結果概
要では、現状は不特定多数からの寄附の必要性がないと答えている法人の多さにも触れられている。緩和さ
れたとはいえ制度上の寄附者数や金額の過去実績などの要件はあるものの、公益的サービスの提供を担う
法人の長期的な運営財源の一手段として、今一度、制度利用を検討してみてはどうか。 
 

シリーズ：社団・財団法人の実務家のひとこと 

（朝日税理士法人 公益法人チーム編集）                          

 

1. 非課税の規定を受けることができる
法人に該当しなくなった。 

2. 寄附により取得した財産を、公益を  
目的とする事業の用に供していない  

2年後までに・・・ 

相続財産 公益法人等 

寄附 

非課税 

1) 上記の事由が生じた場合には、その贈与があった日から2年を経過した日の翌日から4月以内に
修正申告書または期限後申告書を提出し、かつ、その期限内にその申告書の提出により納付す
べき税額を納付しなければならない。 

2) 上記の申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかった場合には、税務署長は、これら
の申告書に記載すべきであった課税価格、相続税額その他の事項につき更正または決定を行う。 

公益法人等で、 
公益の増進に 
著しく寄与するもの        
          等 

 

 

 

 

 


